
【６月１２日健康福祉委員会】 

○委員長 

  次に、包括的支援体制構築に向けた健康福祉センターの今後の展開について（中間

報告）を議題といたします。 

  本件について、理事者より追加の説明はありますでしょうか。 

○健康推進課長 

  ポイントと、ちょっと追加の情報がございますので、補足のご説明を含めて説明さ

せていただきたいと思います。 

  資料の６番になりますが、まずこちら、項番の１に関しては検討開始の理由を簡単

にまとめております。子育ての部分では切れ目のない支援です。精神保健の分野の対

応について、今窓口部分、体制面で課題が出てきておりますため、それを対応するた

めの動き出しがスタートしております。 

  項番の２になりますが、こちらが２段落目、「また」以後の部分がポイントとなり

ますが、昨年の６月に公布されました児童福祉法の改正に関しまして、その中で、こ

ども家庭センターという新しい概念が提示されました。こちらは、この概念に沿った

体制を、努力義務ではございますが、来年の４月までに整えるよう示されているとこ

ろでございます。ここで示されているこども家庭センターなんですが、名称が当区の

子ども家庭総合支援センターと少し似ている部分がございますが、別の概念となりま

すので、ご了承いただければと思います。国の傾向といたしましては、最近こうした

センターという言葉を使う表現手法が最近多いのが傾向となっております。 

  資料に戻りますが、区としては、児童と母子、こちらの連携支援をしているところ

ではございますけれども、さらによいものにしていきたいので、体制の再構築も見据

えながら、在り方を今検討しているところでございます。 

  項番の３は、現状と課題になります。 

  こちらは４つに整理しています。１つ目が、（１）切れ目のない子育て支援の充実

になります。 

  そして、次のページに移っていただいて、２つ目になりますが、児童福祉法等の改

正やこども家庭庁の創設の動きになります。この項目、ちょっと下のほう、下から２

行目をご覧いただきまして、検討に当たっては、こども家庭庁の展開する施策に十分

留意するとさせてもらっておりますが、現時点で把握している情報といたしましては、

今年の夏に、こども家庭センター運用指針、ガイドラインといったものが国のほうか

ら各自治体向けに出る予定となっております。板橋区としては、少し先回りしながら

検討を進めている状況となります。 

  続いて３つ目、項番（３）になりますが、精神保健分野における現状です。 

  少し細かい話になりますけれども、健福センターでは、精神障害の手帳の交付、併

せて自立支援医療の医療費の助成窓口になっております。３行目以降に現状の実績を



数値でご説明しております。おおむね10年前と比べると、かなり２倍近い割合で増え

ている状況でございます。同様に自立支援医療、精神通院についても、10年前は9,551

件であったものが、令和３年には１万7,000件を超えまして1.82倍になっております。 

  今、このような形で対象者が増えている状況なんですが、サービス体制の課題とし

て、健福センターは手帳の交付であったり精神保健の相談窓口を担っている一方で、

福祉事務所のほうでは日常生活支援の福祉サービスの利用する窓口を担っておりま

す。区民の方にとって、今手続の内容に応じて窓口の使い分けが必要な状況になって

おりますので、ここを始点に利便性の向上というのを進めてまいりたいと思っており

ます。 

  項番の４になりますが、これは以上を踏まえた検討の方向性になります。 

  福祉部と同様に柱立てで示しておりますが、２本柱で健福の場合は示しております。 

  柱１、目指すところは切れ目のない子育て支援の充実になります。 

  中央の段落、「しかしながら」の辺りをご覧いただきたいんですが、今新たに国か

ら出ているこども家庭センター、これが体制整備が努力義務となっております。具体

的には、健康生きがい部が行っています母子保健、子ども家庭部のほうが担っている

児童福祉のさらなる連携強化というものが必要になっています。 

  健福センターのほうでは、地域保健を担う施設として、そして区民の健康を維持す

る機能に加えまして、国が求めておるこうしたこども家庭センターの一翼を担ってい

けるような機能の充実を図っていきたいと考えております。こうした体制づくりに動

いているところでございます。 

  柱の２で示すところは、障がい者支援、障がい者への一貫した支援、これができる

体制の整備ということで、今は保健と福祉を担う部門、それぞれ独立した立場で障が

い者支援を行っております。ここをサービス向上、見直していきたいと思っています。

窓口の明確化であったり、利便性の向上、そういった視点から体制のほうを構築して

いきたいと考えております。 

  最後、項番の５になりますが、先ほどの福祉事務所の説明と同様、今回委員会で中

間報告を行い、最終報告として11月の閉会中委員会での報告を目指しております。今

回は中間の報告ということで、課題の整理をお示しするような状況となっております。 

  説明のほうは以上となります。よろしくお願いいたします。 

○委員長 

  本件について質疑のある方は挙手願います。 

○田中しゅんすけ 

  ４年ぶりの健康福祉委員会なので、すみません。初歩的なことをご質問してしまう

かもしれませんけれども、ご容赦ください。 

  ちょっと２点お聞かせください。健康福祉センターにおける現状と課題というとこ

ろで、現在は３保健所だったのが１保健所と。それから、健康福祉センター５か所の



体制になっていますけれども、先ほどの福祉事務所は１か所に向けて統合していくと

いうことで整備を進めているんですけれども、健康福祉センターに関しては、このま

ま５か所で運営していくというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○健康推進課長 

  少し結論から申し上げさせてもらうと、５か所の体制で進めさせていただきたいと

考えております。 

  少し背景、歴史を振り返る形にはなってしまうんですけれども、平成９年に、都道

府県のほうから母子保健サービスというものが移管されてきたという歴史がござい

ます。それで、都市部については、都市の特性を生かしつつ、人口規模に応じたいわ

ゆる健康福祉センター、法律上、市町村保健センターというんですけれども、それを

設置をやっていきましょうという話が示されました。これは市町村の保健センターで、

複数設置することを意味している内容にはなるんですけれども、その前に大きな保健

所に関しましては、所管区域についてはおおむね人口10万人に１つというのが示され

ていたところでございます。 

  こういった考え方に合わせるような形で、板橋も１健福が大体10万人という形でカ

バーできるような体制をというところで、現在の体制、５健福でというつくりになっ

ておりますので、方向性としては、この体制については維持していければなと考えて

おるところでございます。 

○田中しゅんすけ 

  ありがとうございます。 

  次に、保健福祉センターというこの名称って、先ほど今課長も言っていただいたよ

うに、法律的には市町村保健センターでいいというところなんですけども、保健福祉

とまで入っていると、この後の質問もしようと思っているんですけれども、しっかり

と福祉分野まで総括してこのセンターで面倒を見ていただけるのかなというふうに

区民の方は思うとは思うんですけれども、この名称については、この名称はこのまま、

結論から言うと続けていくというふうなお考えなんでしょうか。 

○健康推進課長 

  現状中間報告という段階で、なかなか今の時点で名称をこれでというのが申し上げ

にくいところはあるんですけれども、やはり長年にわたって健康福祉センターという

名称で区民の方から親しまれておりまして、そういった中で事業を健康支援、幅広い

分野でやってきているところはございますので、そういった区民の方に認識されてい

る部分もございますので、そこもどういった名前にしていくのかという部分について

は一つの重要な要素になると思いますので、そこも含めて最終的な報告のときには、

名称だとかも含めてお示しできればなと考えております。 

○田中しゅんすけ 

  区民の方が認識をしているんではなくて、区がそういう発信をしているんだじゃな



いのかなというふうに思うんですよ。なので、特に名称の件もそうですけれども、ぜ

ひ検討の一つにしていただきたいなと思うのは、やはり健康福祉センターというふう

な名称であれば、区民の方が初めてそれを活用しようと思ったときに、これは福祉の

ことも相談ができるんだというふうに考えがちですよね。 

  実際問題、福祉の関係の相談をしたら、いやそれは福祉事務所ですよと。何それと

いう話ですよね。また福祉事務所にお電話しなければいけないのかというところなの

で、そもそも今年度は、ワンストップで区民の皆さんのお困り事を解決していくＤＸ

の区役所にしていくということが非常に大きなポイントとして、令和５年度でしたっ

け、予算のときも区長一押しか何かでやっていらっしゃいますよね。 

  そうなると区民の皆さんが、ここに行けば相談が全て終わるんだというような、そ

もそもの組織の取組みにしていただかないと分からないんですよね。これ最後に、障

がい者へ一貫した支援を行うことができる体制の整備というふうに言っていただい

ているので、この前に、福祉部と福祉部の福祉事務所が１つになるというご報告はい

ただきましたけれども、その上で、もちろん福祉事務所のご報告の中にも書いていた

だいていましたが、最終的にこちらの健康生きがい部関係で書いていただいているの

は、さらに表現としては踏み込んだ表現をしていただいているのかなと。 

  健康生きがい部と福祉部における組織の見直しも視野に入れて体制を整備してい

くというところなので、これは体制整備してくれるんでしょうねと、一本化するんで

しょうねというふうに私は読み取るんですけれども、いかがでしょうか。 

○健康推進課長 

  名称に関しては、利用者に与える重要性というのはすごく認識しております。業務

内容がしっかり見えるような形で、名前については検討してまいりたいと思います。 

  組織に関しましても、健康生きがい部と福祉部が連携する、一体化することで、区

民の方へのサービス向上につながる体制が、それが組織改正という形を取ることによ

って実現できるのであれば、そういった部分も視野に検討のほうを進める形になると

思います。 

○田中しゅんすけ 

  ここをちゃんとしていただかないと、この次、陳情をいただいているんですけれど

も、その陳情を審査するに当たっても窓口を一本化していただきたいとか、それから

１つの所管でいろいろな相談ができるようにしていただきたいということをやっぱ

り訴えているので、これからそういう方向性をちゃんとつくっていくことは前提でや

っていただかないと、そもそもで、また区民の皆さんにお答えができなくなってしま

うんですよ。 

  ですので、方向性をこうやってちゃんと打ち出していただいて、こうやって書類に

も書いていただいているので、ぜひ実現をしていただきたいというふうに思っており

ますし、ちょっと最後に、職員定数のことをお聞かせいただきたいんですけれども、



健康生きがい部関係の今の職員の現数ってお分かりになりますか。できれば福祉部の

職員現数もいただきたいんですけれども、もし時間がかかるようであれば後で資料で

結構ですので。 

○健康推進課長 

  すみません。現状で今手元にあるのが健康福祉センターの職員定数のほうが持ち合

わせがあるんですが、すみません、資料ございましたので、少しご説明させていただ

きます。 

  板橋区の保健衛生という資料からの抜粋になります。令和４年４月１日現在の数に

なりますが、健康生きがい部全体として複数の部、あと健福センター、あとおとしよ

り保健センター等ございますが、全体として今465名が職員、今の配置状況と数とな

っております。令和４年４月１日現在です。 

  すみません。あわせまして福祉部、少しちょっと連携させてもらいまして、福祉部

のほうの数になりますが378名、こちらはちょっと基準日が少しごめんなさい、ずれ

ています。今、福祉部…… 

○田中しゅんすけ 

  大丈夫です、概算が欲しかったので。 

○健康推進課長 

  概算でこのような状況です。よろしいでしょうか。 

○田中しゅんすけ 

  健康福祉委員会ですから、何か質問に、さっきも中妻委員もすごいいろいろお話聞

きたそうでしたけども、質問が健康生きがい部関係、この報告に関しては健康生きが

い部にしかできないんですよとかって言われてしまうと本当に質問しづらいんです

けども、こういうふうにまたいでいるときは、ぜひ協力いただければなというふうに

思います。 

  最後に、これをこのように書いていただいているので、もちろん健康生きがい部と

福祉部のもう本当に大きな事業の２つだと思っているんですよ。そうした場合、将来

的にさっきしっかりと連携して、まとまって一本化した体制でお願いしますねという

ふうにお話をさせていただいたんですけれども、そうなるとやっぱり今度、健康生き

がい部と福祉部、今の区の状況の中では部署が分かれているので、そうなるとやっぱ

りこれを現実的に考えていくと、統合して総括する人が必要になってくると思うんで

すけれども、そこのちょっと組織的なことになるので、お答えはもしかしたら難しい

のかもしれないんですけれども、そこを含めて、今計画を進めていただいているので

しょうか、最後にお聞かせください。 

○健康推進課長 

  各部の連携を強化していくためには、それぞれを総括する部署の体制づくりという

のも非常に重要になってくると思います。 



  現状今こうするという形でお答えする部分、できる部分はないんですけれども、今

の視点も含めて、組織を担当いたします政策経営部とも検討のほうを重ねてまいりた

いと思います。ありがとうございます。 

○健康生きがい部長 

  根拠法があっての事業ということで区のほうもやっていますので、事業が統合され

たので、先ほどのヘッドクオーターではないですけれども、最終権限者を誰にするか

というところがあるので、どこまで組織改正できるかというのがこれからちょっと検

討させていただいて、その業務内容を福祉部とともにうまく調整できるように、これ

からちょっと連携を深めていきたいというふうに考えております。 

 


